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１.はじめに 

平成 20 年 3 月の特定化学物質障害予防規則等の改正により、ホルムアルデヒドが特定化学物質の

第 3 類物質から第 2 類物質に変更になった。この改正に伴い、ホルムアルデヒド取り扱い作業場にお

いて作業環境測定の実施等が義務付けられることになった。しかし、施行から半年以上経過したにも

かかわらず、ホルムアルデヒドの使用及び管理状況が把握されていない状況である。また、ホルムア

ルデヒドは主に病院等の医療機関で細胞組織の固定や滅菌等で水溶液として多く使用されている。こ

のような状況を考慮し、大分県内におけるホルムアルデヒドを主に取り扱う医療機関を対象に、その

労働衛生管理体制の実態を把握するために、アンケート調査及び実地調査による聞き取り及び個人ば

く露濃度測定を実施した。 

 

2.  調査方法 

2.1 対象事業場及び実施期間 

平成 20 年 10 月、大分県内の医療関係機関１５３１事業場に対しアンケートを配布し、エチレン

オキシド及びホルムアルデヒド取り扱い状況の実態調査を行った。回答事業場数は 6８３件あり、回

収率は 4５％であった。その内、ホルムアルデヒドを取り扱う作業があると回答した１３５事業場の

うち 81 事業場について、聞き取り(実地調査)を行って労働衛生管理等の実態をまとめた。更に、個

人ばく露濃度測定を希望した 46 事業場のうち４4 事業場 53 箇所の作業場について、ホルムアルデ

ヒド取り扱い作業時の個人ばく露濃度測定を実施した。 

2.2 測定及び評価方法 

ホルムアルデヒド捕集用 DNPH 捕集管及びミニポンプを用いて 0.2Ｌ/min の流量で固体捕集し、

高速液体クロマトグラフ法で分析した。個人ばく露濃度測定結果は、日本産業衛生学会の許容濃度

0.1ppm を基準値として評価した。 

 

3.  アンケート調査結果 

3.1 エチレンオキシドばく露防止措置に係る対策推進状況実態調査結果 

 エチレンオキシドを取扱う業務があると回答したのは 6８３事業場中、１１７事業場の 1７％であ

った。エチレンオキシドの取扱いの実態について見ると、取扱う形態では「ボンベ使用」が５７％(「カ

ートリッジ使用」４２％)と多く、ガスボンベの交換は「納入業者」が 84％(「自社」15％)であった。

滅菌器の使用形態では「小型」の使用が 76％(「大型」6％)と多く、滅菌時間は「1 時間以上 5 時間

未満」が 55％(「5 時間以上 10 時間未満」は 34％)と多く、またエアレーション時間は「15 時間

以上 20 時間未満」が 32％(「10 時間以上 15 時間未満」26％)と多かった。滅菌器の取扱い者で

は「看護師」が最も多く、77％(「その他の技術者」11％)を占めていた。エチレンオキシド取扱い



に係る管理体制については、

平成14年に実施したアンケ

ート調査結果と比較して見

ると、図１に示す通り全ての

項目で改善されていた。「作

業手順の作成」では平成１４

年時 60％であったのが、

84％に改善されているし、

「全体換気装の設置」におい

ても平成１４年時 59％に対

して、85％と改善されてい

た。その他に「特化物作業主

任者の職務掲示」では 27％

から 66％に２.4 倍に増加し、

「防毒マスクの常備」では

26％から 62％と 2.4 倍に

増加していた。 

 

3.2 ホルアルデヒドばく露措置に係る対策推進状況実態調査結果                  

回答のあった 683 事業場の中、ホルムアルデヒドを取扱う業務があると回答したのは 135 事業場

で約 2０％であった。その使

用形態ではほとんどの事業

場(96％)が液体として使用

し、取扱う容器容量は７4％

が 500ml 容器であった。ホ

ルムアルデヒド取扱い作業

の中では、組織の切出し及び

固定作業が 47％を占め、ホ

ルマリン保存液の希釈調合

作業が 33％、滅菌作業が１

3％であった。また、ホルム

アルデヒドが特化則の第２

類に入る等特定化学物質等

障害予防側が改訂されたこ

とに対する認知度は「既に知

っている」が 25％に対して、「アンケートで始めて知った」が 60％を占めており、まだ認知されて

いないと言える。 

ホルムアルデヒド取扱いに係わる医療機関等における管理体制については図２に示す通りであった。

特化則に義務付けのある項目の中で実施率が５０％を超えていたのは「全体換気装置の設置」の 68%

だけであった。他の項目は全て 50％以下の実施率であり、特に「局所排気装置の設置」11％、「局

所排気装置の自主検査」13％、「特化作業主任者の職務の掲示」12％、「ホルムアルデヒドの名称･

注意事項等の掲示」15％、「作業記録の保存」16％、「MSDS の保存」10％と低く、未だ現場ま

で周知されていない状態であった。 
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図１．ｴﾁﾚﾝｵｷｼﾄﾞに関する特化則に挙げられている実施項目の実施率
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図２．ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞに関する特化則の義務付けのある項目の実施率(n=135)
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4. ホルムアルデヒドにおける実地

調査 

4.1 聞き取り調査結果 

ホルムアルデヒドを取り扱う作業

は診療業務別で見ると、図３に示す

通り総合病院又は複数の診療科目の

ある医療機関が最も多く、事業場規

模別の関係では図４に示す通り 50

人未満の事業場でもホルムアルデヒ

ドを多く使用しており、特に規模別

の相関は見られなかった。 

 

4.2 個人ばく露濃度測定の調査結果 

ばく露濃度測定を行った作業箇所

の中で、作業内容別に見ると、図５に

示す通り、53 作業箇所中、「臓器の

切り出し及び固定、臓器固定用等ホル

ムアルデヒド溶液入り容器の開放等

作業」が 28 箇所、「ホルムアルデヒ

ド溶液の希釈･調合及び内視鏡用等の

分注作業」が 21 箇所、「滅菌作業」

が４箇所であった。作業時間は 10 分

以下の短時間作業が 37 箇所と多く、

全体の 70％を占めていた。「臓器の

切り出し及び固定、臓器固定用等ホルムアルデヒド溶液入り容器の開放等作業」におけるばく露濃度

測定結果では、ホルムアルデヒド溶液入り保存容器から固定された臓器標本を取り出し、切り出しを

行う際にホルムアルデヒド蒸気の発

散量が多くなるため、その作業全体の

79％に当たる２2 箇所で許容濃度を

超えていた。又、臓器保存用ホルムア

ルデヒド槽の液を交換する際に測定

した値が最も高く、2.147ppm であ

った。個人ばく露濃度測定を実施した

53 箇所中、２８箇所（53％）で許容

濃度を超えており、半分以上の作業場

で改善が必要と考えられる。局排の設

置率が 25％と低いにもかかわらず、

防毒マスク等の着用率が 28％と低い

ため、保護具の着用等を含めた作業者教育の実施、作業管理及び作業環境管理の改善を早急に進める

ことが必要と言える。 

 

5. まとめ 

今回のアンケート調査及び個人ばく露濃度測定等の実地調査を行うことによって、ホルムアルデヒ

ドを取扱う事業場の労働衛生管理の実態を概ね把握することができた。特に個人ばく露濃度測定を行

うことにより、実際の医療現場における作業環境管理及び作業管理の問題点が明らかになった。今回

切り出し、容器開放 

希釈調合、小分け 

滅菌 

管理濃度（0.1ppm） 

 

図.3　診療科目別ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ使用状況(n=81)
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図.4　事業場規模別従業員数（ｎ＝81）
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図.5　作業内容別のばく露濃度測定結果（ｎ＝53）
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の調査によって事業場における労働衛生管理レベルの向上を図ることの必要性が明確になったことは、

これからの医療関係機関における労働衛生管理に対する認識のレベルアップを図る上で大変有効であ

ったと考えられる。また、今回の調査時にエチレンオキシドについても６年前と同様の調査を行った

結果、特化則に義務付けられている項目全てにおいて、先に示す通り実施率も上がっており、医療関

係機関における職員に対する健康管理･作業管理･作業環境管理に対する意識も数段向上していると言

える。しかし、未だホルムアルデヒド取り扱いに関する管理は不十分であるため、今後とも事業場に

おける有害化学物質等の作業管理・作業環境管理について、具体的な改善事例等を示しながら、労働

衛生管理に対する意識の向上を図る活動を継続して進めて行く必要があると言える。 


